
 

 

 

川崎市多文化共生社会推進指針（改定版）（案）への意見を募集します 
 
 
川崎市は、外国人市民代表者会議条例の制定をはじめ、外国人市民を共にまちづくりを進めるかけ

がえのない一員と考え、外国人市民を包摂した地域社会づくりを推進するなど、多様性のまちとして
発展してまいりました。2005（平成 17）年に外国人市民施策の基本理念となる基本方針として、国籍
や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、すべての人が互いに認め合い、人権が尊重され、自立した
市民として共に暮らすことができる「多文化共生社会」の実現をめざし、「人権の尊重」、「社会参加の
促進」、「自立に向けた支援」の３つの基本理念のもと、５つの施策推進の基本方向を示した「川崎市多
文化共生社会推進指針」を策定し、その後、2008（平成 20）年及び 2015（平成 27）年に改定の上、
施策を推進しています。 

今回、これまでの取組状況や課題、社会状況の変化等を踏まえ本指針を改定します。改定案として
「川崎市多文化共生社会推進指針（改定版）（案）」を取りまとめましたので、市民の皆様の御意見を募
集します。 
 

１ 意見の募集期間 
２０２３（令和５）年１１月２７日(月)から１２月２７日(水)まで 
※郵送の場合は、当日消印有効です。 
※持参の場合は、２０２３（令和５）年１２月２７日(水)１７時１５分までです。 

２ 意見の提出方法 
市ホームページフォームメール、郵送、持参、あるいはＦＡＸのいずれかで提出 
市ホームページフォームメール以外で提出の場合は、住所、氏名（団体の場合は、名称及び代表者

の氏名）及び連絡先を明記の上、別紙意見書を御利用ください。 
 【提出先】 
  （１）郵送の場合 

 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 
 川崎市市民文化局市民生活部多文化共生推進課  
（２）持参の場合 
 川崎市市民文化局市民生活部多文化共生推進課 事務室 
 （川崎市川崎区駅前本町１１－２ 川崎フロンティアビル９階） 
 ※開庁時間（平日８時３０分〜１２時、１３時〜１７時１５分）にお越しください。 

  （３）ＦＡＸの場合 

   ＦＡＸ番号 044-200-3707 

３ 指針改定版案の閲覧方法 
閲覧期間 
 ２０２３（令和５）年１１月２７日（月）から１２月２７日（水）まで 
閲覧できる場所 

  令和５年１１月２２日 
  報 道 発 表 資 料 
  川崎市（市民文化局）  

 



   

 

 

  
各区役所、支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、図書館、川崎市国際交流センター、 
かわさき情報プラザ（市役所本庁舎２階）、並びに川崎市市民文化局市民生活部多文化共生推進課  
ホームページ 
https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/250/0000155938.html 
 

４ その他 
 （１）意見書の氏名及び連絡先等は、意見内容を確認させていただく場合があるため、記載をお願い

するものです。他の目的には利用せず、適正に管理します。 
 （２）お寄せいただいた御意見に対して個別には回答をしませんが、市の考え方を内容ごとに整理・

要約し、後日、市ホームページなどで公表します。 
 （３）御意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。 
 （４）電話や来庁による口頭での御意見は受け付けていません。 

 

指針改定案 HP 

問合せ先 
川崎市市民文化局市民生活部 
多文化共生推進課 佐藤 
電話 ０４４―２００―２２４０ 

https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/250/0000155938.html
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 電話
でんわ

 044-200-2846／ＦＡＸ 044-200-3707 




